
エラー情報 0024「施設基準ではありません。
算定できません。」と出てしまった。

☆診療行為画面にて以下エラーが出た場合の解消方法をご案内します。

☆特定の診療行為について、算定前にORCAにて施設基準の設定が必要なものが
　あります。

◎施設基準設定方法

（例）  在宅療養実績加算１（往診料）を算定する場合

①［業務メニュー］画面より「 91 マスタ登録」を選択します。
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②「101 システム管理マスタ」→「1006施設基準情報」を選択します。

③ 画面下部の診療コード欄に算定したい診療行為名称を漢字またはカタカナで
　４文字目まで入力し、検索します。

④該当の診療行為を選択します。

　画面上部の施設基準がページが切り替わり、該当項目のコードが赤色で表示

　されます。
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⑤施設基準一覧の青色の該当項目右側の「フラグ」に「 1 」と入力し、
　【Enter】キーを押下します。
　※デフォルト値の「０」は該当項目算定不可、「１」は算定可となります。

　※「１」に設定された診療行為名称は青色で表示されます。

⑥画面右下の【確定】（F12キー）をクリックし、確認画面で【 OK 】を選択
　します。
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